
 

  
 

  
 

最低賃金に関するお問い合わせは
秋田労働局
または
最寄りの労働基準監督署へ

秋田労働局ホームページアドレス
https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/

【発効日】令和６年12月25日

９５１円
時間額

令和６年１０月１日から

必ずﾁｪｯｸ！

最低賃金！

最低賃金に
関する
特設サイト

賃金引上げ
特設ページ
賃金引上げに向けた
支援策等を掲載しています。

最低賃金とは、働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。

WEBで
確認
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